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最低賃金について 

 

■地域別最低賃金が、この10月1日より引き上げら

れました。 

 

≪長野県最低賃金≫ 

728円 

≪山梨県最低賃金≫ 

721円 

 

■この最低賃金は、年齢に関係なく、パートさんや学

生アルバイトなども含めすべての労働者に適用され

ます。 

 

■しかし、最低賃金減額が特例として認められている

労働者があります。 

 最低賃金額を一律に適用するとかえって雇用機会を

狭める可能性がある労働者で、以下の者です。 

  1.精神または身体の障害により著しく労働能力が

低い者 

  2.試用期間中の者 

  3.認定職業訓練を受ける者のうち一部の者 

  4.軽易な業務に従事する者 

  5.断続的な労働に従事する者 

 

■ただし、減額対象者に該当する場合は各都道府県労

働局長の許可を受けないといけないことになってい

ますので、ご注意ください。 

 

■減額対象者でもなく、地域別最低賃金に違反しても

っと低い賃金で労働者に給料を払うと、賃金不払い

として、50万円以下の罰金となります。 

 

■また、業種によっては特定（産業別）最低賃金とい

うものがあります。 

 こちらは、様々な業種があり紙面上ご紹介できませ

んので、今回付録とします。（長野県分のみ） 

 

■最低賃金は、時間のみで決められている額です。 

 ですので、時間給者の場合はそのものの額で、一目

瞭然です。 

 

■次に、日給者の場合はその方の1日の所定労働時間

数により計算をします。 

 

  日給額 ÷ 1日の所定労働時間数 ＝ 時間額 

 

■月給者・日給月給者も、同様に1ヶ月の所定労働時

間数で計算します。 

 

  月給額 ÷ 1ヶ月所定労働時間数 ＝ 時間額 

 

 この1ヶ月所定労働時間数ですが、考え方は以下の

ようになり捉え方が違うので注意しましょう。 

 

▽フルタイム労働者（正社員のような） 

  就業規則等で決められているその会社の所定労働

時間 

▽パートタイム労働者（フルタイムでない方など） 

  雇用契約、労働契約等で決められているその方の

所定労働時間 

 

■では、基本給は時間給だが諸手当は月額が決まって

いて定額で支給になる、という場合はどうでしょう。 

 

 その場合は、基本給（時間給）と、諸手当を月給と

して計算した額の合計額でみることになります。 

 

■次に、最低賃金の対象となる賃金についてですが、

支払われる給料全部が最低賃金を確認する対象にな

るかというと、そういうわけではありません。 

 基本給はもちろん対象となりますが、諸手当の中に

は対象とならないものもあります。 

  

 ○対象とならない手当 

   精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当

など 

 労働に関する手当で毎月定額で支払われるものは対

象となり、そうでないものは対象とならない、とい

うイメージでよいと思います。 

 個別にこの手当はどうだろうかということがあれば、

お問い合わせください。 

 

■最後に、例を挙げてみましょう。 

 

 基本給   100,000 

 職能給    25,000 

 家族手当   10,000 

ほっとレター      VOL．142 

会員の皆様には、毎月会費を頂戴し、誠に有り難うございます。        H26．10 
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 通勤手当    5,000 

 残業手当   15,000   

 合計    155,000 

 

1日8時間、1年変形労働時間制により、年間休日

105日＝年間労働日数260日 

 

 という場合、まず対象となる賃金は基本給と職能給

のみとなります。 

 

 100,000＋25,000＝125,000 

 

 125,000 ÷ （260日×8時間÷12月） 

＝ 721.15・・・・ 

 

 728円 ≧ 721.15円 

 

 この例では最低賃金を下回ってしまい、法違反とな

ります。 

 この方を最低賃金を上回るように給料を決めるなら、 

 最低でも 

  728円 × （260日×8時間÷12月） 

＝ 126,186.66… 

ですので、126,200 円以上で設定しなければなら

ないということになります。 

 

 

 

 

1．健康保険・介護保険料率について 

 平成 26年 9月から、厚生年金保険料率が変更になり

ました。健康保険関係料率は、今までと同じ額です。

（長野県の料率です。他都道府県はお手数でも、協会

けんぽのホームページをご覧ください。） 

 

（健康保険    ４．９２５ ％） 

＋（介護保険   ０．８６  ％）  

健康保険   ５．７８５ ％ 

厚生年金   ８．７３７ ％ 

 

雇用保険   ０．５ ％（建設０．６％） 

 

 実際に社会保険料を変更するのは、（普通は）10 月

支払いの給料から引く分からとなりますので、ご注意

ください。 

 また、賞与は、9 月 1 日以降支給する分から変更し

てください。 

 

賞与については、千円未満を切り捨てた額に上記の

率を掛けてください。 

 上限は、健康保険が年度（４／１～翌年３／３１）

の累計額５４０万円、厚生年金は１回（同月２回以上

支給の場合合算で）１５０万円です。 

 ですから、それぞれの額を超えた分については保険

料はかかりません。 

また、介護保険は４０～６４歳までです。 

 

 

2.社会保険料一覧表について 

 厚生年金保険料率の変更、基礎算定の結果により社

会保険料が変更になっていますので、各お客様の給与

計算に間に合うように順次社会保険料一覧表をお送り

します。 

9 月中の締めで翌月月初支給のような場合にはすで

にお送りしてありますが、そうでない場合はお送りし

ている最中ですので、ご確認ください。 

 料率だけでなく等級が変更になる従業員さんもいら

っしゃるので、ご注意ください。 

 

 

3．労働保険について 

 今年度も、労働保険料納付にご協力いただき、誠に

ありがとうございます。 

 労働保険料第 2 期の口座引き落としの日が迫ってき

ましたので、お知らせします。 

10月 23日（木）  第 2期引落 

～集金、振込等 

引落できない場合、集金のお客様については、改め

て連絡いたします。11 月 14 日の納付期限には全額納

付できますよう、ご協力をお願いいたします。 

保険料額については、今月上旬には労働局よりお知

らせが届くと思いますので、ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大事な お 知 ら せ 

〒３９２－００２２ 諏訪市高島３－１２０１－９０ 

宮坂社会保険労務士事務所 

労働保険事務組合 諏訪労務管理センター 

Ｔｅｌ ５２－２４４４ Ｆａｘ ５２－６４６６ 

Ｅ－ｍａｉｌ： 

ｈｉｒｏｋｏ．ｍｉｙａｓａｋａ＠ｍｉｓａｗａｋａｉｋｅｉ．ｊｐ 

このほっとレターは、当事務所・センターとご縁

のあった方にお送りしています。 

 

変更 
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